
県制度融資の仕組み 
１，しくみ 

県融資制度は、金融機関と信用保証協会の協力により県が融資条件等を定め、事業者の皆さまに

長期・低利・低保証料で融資を行うものです。融資は金融機関が直接行い、県は、事業者の皆さま

にお支払いいただく保証料の一部を負担します。信用保証協会は、事業者の方の万一の事故（返済

不能等）に備え、受け取った保証料の一部を保険料として日本政策金融公庫に支払い、保険をかけ

ます。 
融資・保証申込 

事 業 者　　　　　　　　　　　　　　 金 融 機 関 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　融　資 

保証申込　　　　　　　        　　　保証承諾 
                          保 証 料 　　　　　　　　　　　　　　　　　　保証申込 
 

県　　　　　　　　　　　　　 保証協会　　　　　　　　　　　　　日本政策金融公庫 
　　　　　　　　　　　 保 証 料 補 給　　　　　　　　　　　　　　　  　　保　険　料 
 
２，県融資制度を利用できる方 
◇事業規模等（一部の制度を除く） 
(1)中小企業者等（中小企業信用保険法第２条第１項第１号、第２号、第３項第１号） 

（資本金又は従業員数のいずれかに該当すること） 

(2)その他の小規模企業者（中小企業信用保険法第２条第３項第２号） 
　 常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政

令で定める業種に属する事業を主たる事業とするもののうち、特定事業を行うもの 
(3)協同組合等（中小企業信用保険法第２条第１項第３～11号） 
　中小企業等協同組合、協業組合、特定非営利活動法人、商工組合（同連合会）、商店街振興組合（同

連合会）、酒造組合（同連合会及び中央会）、酒販売組合（同連合会及び中央会）等 
(4)その他の組合等（中小企業信用保険法第２条第３項第３～７号） 
　次の組合等で所定の要件（組合の事業内容、構成員の事業内容、規模等）を備えるもの 

事業協同小組合、企業組合、協業組合、医療法人、特定非営利活動法人等 

 業　　　　　種 資　本　金 従　業　員
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製造業その他の業種 ３億円以下 300 人以下

 卸売業 １億円以下 100 人以下

 小売業 ５千万円以下 50 人以下

 サービス業 ５千万円以下 100 人以下

 ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タイヤ及びチュー

ブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く）
３億円以下 900 人以下

 ソフトウエア業・情報処理サービス業 ３億円以下 300 人以下

 旅館業 ５千万円以下 200 人以下
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商業・サービス業 － ５人以下

 その他の業種 － 20 人以下



◇業　種 
県融資制度は信用保証協会の保証を受けることが原則です（一部の制度を除く）。従って、信用

保証協会の保証対象業種が、県融資制度の対象となります。 
 
 

次の業種以外の業種 
・農林漁業（一部の業種を除く） 
・金融・保険業（保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。） 
・風俗営業（一部の業種を除く） 
・政治・経済・文化団体 
・一般社団法人・一般財団法人(一部の制度を除く｡) 
・宗教　など 

＊詳細は保証協会にご確認ください。 
 
◇その他 
　県内において事業を営んでいる方（一部の制度について、営業経歴要件あり）。 
　県税の滞納のない方（一部の制度を除く）。 
　その他、制度目的により各制度に一定の条件が付されています。 
 
３，融資までの流れ（代表例・概要） 
 
 
　　　　　　　　　　金融機関　　　　　　　　　　　商工会等 
　　　　　　　　　　商工会等 
　　　　　　　　　　信用保証協会　　　　　　　　　　県 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 

資金計画　　　　　　相　　談　　等　　　　　　　　　　　　　認　定　　　　　　　　　 審　査　　　　　　 融資実行 
 

＊詳しくは各制度の手続欄を参照してください。 
 
４，金利、保証料率について 

金利は、金融機関の協力により、低金利となっています。また、金利（以内金利については上限

金利）については、融資実行後、毎年４月、10 月に金利情勢等により見直しとなります。 
保証料は、保証期間について全額を一括前払いいただくのが原則となっています。保証料率につ

いては、県と信用保証協会がその一部を負担することにより、通常の保証料率より引き下げられて

います。 
 
５，担保、保証人について 
　　担保・保証人は、原則として保証協会の定めるところによります（一部の制度を除く）。 
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６，取扱金融機関について 
　　県融資制度の取扱金融機関は、原則として次表のとおりです。 

 
　なお、産業振興計画推進融資につきましては、県と包括協定を締結している金融機関でのみ利用

可能です。 
また、中核企業支援融資につきましては、県外金融機関の利用も可能です。 
(この場合、保証なしの融資になります) 

 
＊ご注意 

各融資の条件に合致しても、金融機関、信用保証協会の審査により融資が受けられ

ない場合があります。

 

銀行

四国銀行

県内の本支店

 高知銀行

 みずほ銀行

 百十四銀行

 阿波銀行

 伊予銀行

 愛媛銀行

 徳島大正銀行

 香川銀行

 三菱 UFJ 銀行 高松中央支店

 りそな銀行 大阪営業部

 
信用金庫

高知信用金庫

県内の本支店

 幡多信用金庫

 

信用組合

土佐信用組合

 宿毛商銀信用組合

 信用組合広島商銀

 
政策金融機関

商工組合中央金庫

 農林中央金庫 高松支店

 

協同組合

高知県信用農業協同組合連合会

本所・各支所
 高知県農業協同組合

 高知市農業協同組合

 土佐くろしお農業協同組合

 西日本信用漁業協同組合連合会 県内の支店


